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コメント 5 

1950～1960 年代の中国農業統計 

―農産物収量調査を中心に― 

松村史穂 
 
はじめに 

今回のワークショップでは、清末から民国期にかけての、南京における土地調査事業に

ついて、報告が行われた。本コメントでは、報告でカバーされなかった人民共和国期に焦

点を当て、農業税制や農産物買い付け政策とともに展開した農業統計調査を概観したい。 
 
１．人民共和国成立前後の農業統計調査（1940 年代後半～1950 年代前半） 

中国共産党による全国的な農業統計調査は、土地改革とともに開始された。土地が再配

分され、所有権が改められたのち、土地一筆ごとの所有権者、耕地面積、収量に関する調

査が初歩的に実施された。 
しかしこの調査は、「自報公議」と呼ばれる一種の自己申告制に依拠しており、担税の軽

減を狙う農民により、耕地面積や収量の数字が低く申告される傾向があった。同時に、面

積や収量をあらわす単位も、地域によって不統一だった。 
こうした限界を克服し、担税の均衡と、全国統一的な農業税制の推進とを目的に行われ

たのが「査田定産工作」である（1950～53 年）。「査田」とは耕地面積の調査を、また「定

産」とは平年作収量の評定を指す。査田定産工作は、専門的測量調査員によるモデル調査

という形をとった。すなわち、県を単位として、自然条件、経営形態、作付け習慣に基づ

き耕地を分類し、各類型のなかからモデルとなる村を選び出したのち、測量と収量調査が

行われた。また、耕地面積の単位は市畝（15 市畝＝１ヘクタール）に統一され、単位面積

当たりの収量は「実割実測」、すなわち坪刈りによって求められた。 
査田定産工作の推進に伴い、耕地面積や単位面積当たり収量は、従来の統計数値を大幅

に上回った。これはすなわち担税の増大を意味し、1949 年には 1,244 万トンであった実物

徴収額は、査田定産工作が全国的に展開した 1952 年には 1,789 万トンと、1.5 倍近くにま

で増加した。元来、査田定産工作は長期にわたって行われると計画されていたが、農民の

120



不満拡大と社会不安を危惧した指導者たち、特に将来的に農業集団化の展望を持っていた

農村工作部の指導者たちは、政策コストがかさみリスクも高い査田定産工作の続行を得策

と考えず、1953 年で打ち切りとした。これにより、5 年程度の期間内で行なわれるはずで

あった税額調整が徹底されず、土地改革時の税額がそのまま踏襲される地域も残った。 
以上のような限界が存在したとは言え、査田定産工作は、土地所有権者＝地租納入者の

確定、納入すべき地租の税額の確定、の 2 つを達成したという点で、中国における地租改

正の試みであったと位置付けられる。 
 
２．定期統計報表制度の確立（1950 年代半ば） 

1953 年冬より主要農産物の流通統制が開始され（統購統銷）、農村では農産物の強制買い

付けが行われた。このとき、買い付け量をいかに決定するかをめぐって、政府内で議論が

交わされた。①上級政府から下級政府へのノルマ割り当て、②農業税政策において参照さ

れている平年作収量を、買い付け政策においても参照する、③平年作収量を改めて調査す

る、の 3 つの方法が提起されたが、1953～54 年においては、大部分の地域で①の方法が採

用された。その結果、基層の郷レベルでは、ノルマを超過達成するべく、農民・家畜の消

費量を無視した買い付けが行われ、これに対する反乱が頻発した。 
こうした事態を収拾するため、1955 年から三定政策と呼ばれる事前割り当て制が採用さ

れた。すなわち、政府は春の作付け前に、その年の農産物生産計画、買い付け計画、販売

計画を予め提示し、その年が実際に平常の作柄であれば、予告どおりに買い付けを行うと

された。また、生産計画を上回る増産を達成した農家は、増産分の農産物に対する自由処

分権が認められた。さらに、生産計画と買い付け計画は、1955 年から 3 年間は固定すると

された。こうした措置により、買い付け量を拙速に引き上げて農民の不満を引き起こすこ

とが回避され、むしろ増産の奨励が重視された。 
三定政策を実施するにあたり、1955 年に改めて平年作収量の査定が行われた。その結果、

平年作収量は 1.80 億トンとされたが、これは 1955 年の実収量である 1.84 億トンをほぼそ

のまま参照した数値であった。それでは、この時期の実収量調査はどのように行なわれて

いたのだろうか。 
人民共和国成立後、統計調査においては、定期統計報表制度と呼ばれるシステムが確立

された。農業統計調査の場合、国家統計局によって作成された調査表様式が、省・県レベ

ルの農業系統、財政系統、商業系統の各部門に通達される。各部門は調査表に統計数値を

記入し、省・県レベルの統計局内に設けられた農業統計機構に定期的に報告する。省・県

レベルの統計局はこれを取りまとめ、最終的には中央レベルの国家統計局に情報を集約す

る。こうした定期統計報表制度によって得られた統計数値とは、形式的には個々の農家の

数字を集約したものであるが、実質的には基層の県レベルにおける推計値を省レベル、中

央レベルへと積み上げていったものであった。 
定期統計報表制度は 1950 年に東北で開始され、1952 年 8 月に国家統計局が設立される

と、同年末に行われた工農業総生産額の調査を契機として、全国的に導入された。農業に
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関わる項目には、人口、耕地面積、農産物収量、農業・副業生産額、家畜頭数などが含ま

れていたが、この調査は、同年に全国展開した査田定産工作と連動していたと考えられる。 
1955 年には、三定政策の実施に伴い、平年作収量をはじめとする農業統計調査が郷単位

で推進され、その結果、郷レベルにまで統計委員会が設置された。これにより、統計報表

制度の精確性が向上した。さらに1956年には農業集団化が進展し、基層の統計報告単位は、

従来の県レベルから生産合作社レベルへと変化した。 
 
３．大躍進期（1960 年前後） 

1957 年に反右派闘争が展開されると、百花斉放・百家争鳴政策のもとで食糧政策を批判

した人々が吊るし上げられると同時に、農村では「大弁論大会」が開かれ、収量の少ない

合作社は虚偽の申告をしていると批判された。これらの合作社では農産物収量の再調査が

行われ、55 年の査定収量に基づく買い付けを規定した三定政策は破棄された。第 2 次五ヵ

年計画や大躍進運動が始まった 1958 年には、急増した都市人口の食糧を確保するため、買

い付け量の引き上げが政策的に要請された。こうした状況のもと、各合作社による収量の

過大報告や買い付け量の「自発的」増大といった現象が本格化した。 
既述のとおり、農業関連の統計報表制度は、集団化以後、生産合作社を基層単位として

統計数字を積み上げていく方式となったが、合作社による収量の過大報告は、統計数値の

大混乱を招いた。食糧の場合、1958 年の生産統計は 1959 年 2 月にいったん公表されたも

のの、その後 1959 年 8 月、1972 年、1983 年の 3 回にわたって下方修正され、当初 3.75
億トンとされた数字は最終的には 2 億トンとなった。また 1959 年の生産統計も、1972 年、

1983 年の 2 回にわたって下方修正され、当初の 2.7 億トンが 1.7 億トンとなった。 
 
４．国民経済調整期（1960 年代前半）以後 

1962 年以後、混乱した報表制度の再建が開始された。また農産物生産統計のバイアスを

是正すべく、従来の報表制度に加えて、サンプル抽出による坪刈り調査が 1963 年から実施

された（全国農産量抽様調査）。このように農業統計は、報表制度を主軸とし、サンプル調

査で補完するという二本立てで行われた。 
文化大革命が始まると、農業統計は再び混乱に陥った。1967 年には、63 年より継続して

行われていた農産物収量サンプル調査が廃止され、また報表制度も実質的に解体した。以

後 1969 年まで、統計の空白時期がつくられた。しかし中共第 9 回党大会を経て、1970 年

には報表制度が再建され、67～69 年の空白時期についても補完する措置がとられた。また

翌 71 年には「農業統計年報」が復活した。 
 
おわりに 

以上、耕地面積や収量を中心とした農業統計調査の展開を、定期統計報表制度の確立と

混乱という局面とともに概観した。農産物収量に関わる統計調査は、農業税額や農産物買

い付け量を決定する基礎となるため、時代ごとの政治的動向の影響を極めて受けやすかっ
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たと言える。すなわち、査田定産工作や三定政策のように、農業税や農産物買い付け量を

制度的に決定する試みが模索された時期には、これと軌を一にして、農産物収量に関わる

定期統計報表制度が確立された。他方、大躍進期や文革期のように、農産物調達量を引き

上げる突発的圧力が作用し、農産物買い付け政策が制度的に運営されなくなると、買い付

けを行なう基層単位である合作社レベルの農業生産統計が実態と乖離したものとなり、結

果として、基層レベルの統計数字を積み上げることによって成り立つ定期統計報表制度も

混乱に陥った。 
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